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新型コロナウイルスワクチン接種 ～接種を希望する方はお早めに予約してください～
※掲載内容は3月8日時点の情報のため、変更になる場合があります。最新情報は市ホームページを確認ください。

■子どものワクチン接種について
　5～11歳のお子さんに対し、接種券を発送しました。接種券に同封した案内をよく
お読みいただき、お子さんと相談して接種を検討ください。接種を希望する方は、イン
ターネットまたはコールセンターで予約してください。
※開始当初はワクチン供給量が限られており、希望する時期に予約が取れない場合があ
ります。今後のワクチン供給量に応じて予約枠を順次拡大しますので、了承ください。
※子どものワクチン接種では、接種履歴は母子健康手帳で管理しているため、接種当日
には必ず母子健康手帳を持参してください。

■新たに5歳になる子どもや、市内に転入された5～11歳の子どもの保護者の方へ
・新たに5歳になる方には、誕生月の翌月上旬頃までに接種券を発送します。
・令和4年3月3日以降に市内に転入された方は、接種券の発行申請が必要です。転入前
市町村で発行された接種券と本人確認書類を持参の上、下記窓口で申請してください。

申請窓口　石巻市役所本庁舎2階�健康推進課内特設窓口、各総合支所市民福祉課

■ワクチンの有効期限が延長されました
　ファイザー社およびモデルナ社ワクチンの有効期限が下記のとおり延長されました。　
　接種時に予防接種済証に貼り付けるワクチンシールには、延長前の期限が印字されて
いる場合がありますが、接種して差し支えない期限となっていますので安心ください。
・ファイザー　「6カ月」から「9カ月」に延長
・モデルナ　��「6カ月」から「7カ月」に延長後、さらに「9カ月」に延長

■早めの接種を希望する方は集団接種がおすすめです
　集団接種会場は十分な予約枠を確保しており、予約が取りやすくなっています。使用する
ワクチンはモデルナ社です。
■個別接種会場でもモデルナ社ワクチンを使用しています
　現在、ファイザー社ワクチンの供給量が少なくなっており、個別接種会場でもモデルナ社
ワクチンを使用しています。会場ごとに使用するワクチンが異なりますので、市ホームページ
やコールセンターでワクチンの種類を確認の上、予約ください。
■これから1・2回目接種を希望する方へ
　引き続き1・2回目接種の予約を受け付けています。1・2回目未接種の方でこれから接種を
希望する方は、コールセンターに問い合わせください。

令和4年度の組織体制と変更内容

　

除
染
な
ど
が
必
要
と
な
る
空

間
放
射
線
量
は
、毎
時
０
・
23
㍃

シーベルト
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。市
内

に
お
い
て
放
射
線
量
の
測
定
を

行
っ
た
結
果
、測
定
地
点
の
全
て

で
、健
康
に
影
響
を
与
え
る
よ
う

な
数
値
は
検
出
さ
れ
ま
せ
ん
で

し
た
の
で
ご
安
心
く
だ
さ
い
。

※
住
民
持
ち
込
み
に
よ
る
食
品

な
ど
の
放
射
性
物
質
の
簡
易

検
査
お
よ
び
空
間
放
射
線

簡
易
測
定
器
の
貸
し
出
し
を

行
って
い
ま
す
。

問　
環
境
課

空
間
放
射
線
量

2
月
の
測
定
結
果

空間放射線量の測定結果     （単位：ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ／時)
測定箇所 測定結果 測定期間

市立小学校、市立中学校、
市立高等学校（敷地） 0.06～0.10 2/7～2/24

市立保育所、私立幼稚園、
私立保育園（敷地） 0.04～0.08 2/2～2/25

公共施設等
（ホットスポット調査） 0.06～0.09 2/2～2/25

牡鹿地区集落 0.06～0.11 2/4～2/16

　
4
月
11
日（
月
）午
後
3
時
ご
ろ

防
災
ラ
ジ
オ
テ
ス
ト
放
送

最
優
秀
賞

日ごろから
みんなで確認　ひなん場所
地域で守る　みんなの命
� 北上小学校１年 大

おおうち
内 瑠

る な
菜

問 　学校安全推進課（内線5082）　令和3年度石巻市学校防災推進会議

防災「合言葉」受賞作品

復
興
政
策
部

復興政策課
SDGs地域戦略推進室
緊急経済対策推進室
震災伝承推進室
ICT総合推進課
地域協働課
地域振興課
東京オリンピック・
パラリンピック推進室

総
務
部

秘書広報課
総務課
人事課
管財課
危機対策課

財
務
部

財政課
行政経営課
市民税課
資産税課
納税課

復
興
事
業
部

基盤整備課
区画整理課
宅地管理課
半島整備推進課

生
活
環
境
部

環境課
廃棄物対策課
最終処分場建設推進室
市民課
渡波、稲井、
荻浜、蛇田支所

健
康
部

健康推進課
新型コロナウイルス
ワクチン接種対策室
夜間急患センター
保険年金課
介護保険課
包括ケア推進室

福
祉
部

福祉総務課
生活再建支援課
障害福祉課
保護課
子育て支援課
子ども保育課
市民相談センター
虐待防止センター

産
業
部

産業推進課
商工課
観光課
水産課
水産基盤整備推進室
農林課
ニホンジカ対策室
農業基盤整備室

建
設
部

都市計画課
高規格道路整備推進室
道路第１課
道路第２課
建築課
住宅課
建築指導課
下水道管理課
下水道建設課
河川港湾課

教
育
委
員
会 

事
務
局

教育総務課
学校教育課
学校安全推進課
学校管理課
生涯学習課
体育振興課

会　
計

管
理
者
会計課
工事検査室

旧組織体制（令和4年3月31日まで）

総
務
部

秘書広報課
総務課
行政経営課
財政課
人事課
管財課
市民税課
資産税課
納税課
危機対策課
震災伝承推進室

復
興
企
画
部

政策企画課
復興推進課
SDGs移住定住推進課
地域振興課
ICT総合推進課

市
民
生
活
部

地域協働課
スポーツ振興課
環境課
廃棄物対策課
市民課
渡波、稲井、
荻浜、蛇田支所

保
健
福
祉
部

健康推進課
新型コロナウイルス
ワクチン接種対策室
夜間急患センター
保険年金課
介護福祉課
保健福祉総務課
生活再建支援室
障害福祉課
保護課
子育て支援課
子ども保育課
総合相談センター

建
設
部

都市計画課
河川港湾高規格
道路整備推進課
道路課
建築課
住宅課
建築指導課
下水道管理課
下水道建設課

産
業
部

産業推進課
商工課
観光課
水産課
農林課
ニホンジカ対策室

会　
計

管
理
者
会計課
工事検査課

教
育
委
員
会 

事
務
局

教育総務課
学校教育課
学校安全推進課
学校管理課
生涯学習課

新組織体制（令和4年4月1日から）

復興事業の収束や人口減少などの行政課題に対応するため、４月１日付で組織の見直しを行いました。
主な見直し内容

●課等の統廃合（12課等の減）
総務部
・旧復興政策部から震災伝承推進室を移管
復興企画部
・復興政策課と緊急経済対策推進室を統合し、名称を「政策企画課」に変更
・旧復興事業部から継続が必要な復興事業などを継承する「復興推進課」を新設
・SDGs地域戦略推進室の名称を「SDGs移住定住推進課」に変更
市民生活部
・旧復興政策部から地域協働課を移管
・教育委員会から体育振興課、旧復興政策部から東京オリンピック・パラリンピック推進
室を移管し、統合の上、名称を「スポーツ振興課」に変更
・廃棄物対策課に最終処分場建設推進室を統合

保健福祉部
・介護保険課の名称を「介護福祉課」に変更
・福祉総務課と包括ケア推進室を統合し、名称を「保健福祉総務課」に変更
・生活再建支援課の名称を「生活再建支援室」に変更
・市民相談センターと虐待防止センターを統合し、名称を「総合相談センター」
に変更

産業部
・水産課に水産基盤整備推進室を統合　・農林課に農業基盤整備室を統合
建設部
・高規格道路整備推進室と河川港湾課を統合し、名称を「河川港湾高規格道路
整備推進課」に変更
・道路第１課と道路第２課を統合し、名称を「道路課」に変更
会計管理者
・工事検査室の名称を「工事検査課」に変更
●「グループ制」を廃止し、「係制」を導入

●部の統廃合（3部の減）
・総務部と財務部を統合➡ 総務部　　　・復興政策部と復興事業部を統合➡�復興企画部
・健康部と福祉部を統合➡�保健福祉部　・生活環境部を拡充➡�市民生活部

■3回目接種を実施しています
　2回目接種から6カ月経過する18歳以上の方に対し、接種券を順次発送しています。
　接種券が届き次第、すぐに予約できます。

（接種券の発送予定）
2回目接種
完了時期

3回目接種券
発送時期

　令和3年9月まで 　　発送済
　10月1日～7日 　　3月30日(水)
　10月8日～14日 　　4月6日(水)
　10月15日～21日 　　4月13日(水)
　10月22日～31日 　　4月20日(水)
　11月1日～10日 　　4月27日(水)

※電話番号のかけ間違いに注意ください。
※つながりにくい場合は時間をおいてから
　かけ直しください。

（平日）午前8時30分～午後5時
（土日・祝日）午前9時～午後3時

●電話で予約　コールセンター（無料）
☎0120-567-509

●インターネットで予約
　石巻市予約専用サイト
　（24時間受付）

お
す
す
め

問　石巻市新型コロナワクチンコールセンター　☎0120-567-509
　　受付時間�（平日）午前8時30分～午後5時　（土日・祝日）午前9時～午後3時

問　行政経営課
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法
人
市
民
税
の
申
告
と

納
付
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
加
入
の

皆
さ
ん
簡
易
申
告
は

お
済
み
で
す
か
？

国
民
健
康
保
険
税
の
納
税

通
知
書
を
お
届
け
し
ま
す

春
の
交
通
安
全

県
民
総
ぐ
る
み
運
動

所
得
税
な
ど
の
確
定
申
告

の
期
限
延
長
に
つ
い
て

消
費
税
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

説
明
会
の
開
催
に
つ
い
て

固
定
資
産
税・都
市
計
画
税

の
お
知
ら
せ

災
害
援
護
資
金
貸
付
金
の

住
所
変
更
に
つ
い
て

住
民
税
非
課
税
世
帯
等
臨
時

特
別
給
付
金
お
よ
び

灯
油
購
入
費
等
給
付
金
の

手
続
き
を
お
忘
れ
な
く

東
日
本
大
震
災
被
災
者
住
宅

再
建
事
業
補
助
金
の
申
請
期
限

が
延
長
に
な
り
ま
し
た

　

市
内
に
事
務
所
や
事
業
所
が

あ
る
法
人（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
や
公

益
法
人
な
ど
を
含
む
）は
、利
益

の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、法
人
市

民
税
の
申
告
、納
付
が
必
要
で

す
。税
務
署
や
県
税
事
務
所
へ

申
告
す
る
と
き
は
、忘
れ
ず
に
市

へ
も
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、収
益
事
業
を
行
わ
な

い
公
益
法
人
な
ど
は
、5
月
2
日

（
月
）ま
で
に
、事
業
報
告
書
な

ど
の
必
要
書
類
を
添
え
て
減
免

申
請
書
を
窓
口
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。詳
し
く
は
、問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問
申

　
市
民
税
課

　
（
内
線
３
０
９
９
）

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
世
帯
は
、所
得
金
額
の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
、申
告
す
る
義
務

が
あ
り
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
世
帯
の
世
帯
主
に
、４
月

中
旬
に
仮
算
定
分
の
納
税
通
知

書(

第
１
期
～
第
３
期
の
暫
定
賦

課)

を
送
付
し
ま
す
。

　
ま
た
、第
４
期
～
第
10
期
の
保

険
税
の
納
税
通
知
書（
確
定
賦
課
）

は
、７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。た

だ
し
、４
月
１
日（
金
）以
後
に
加
入

の
届
け
出
を
し
た
方
に
は
、４
月
の

納
税
通
知
書
は
発
送
し
ま
せ
ん
。

　

納
税
通
知
書
が
届
か
な
い
場

合
は
、問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
暫
定
賦
課
は
、令
和
３
年
度
の

保
険
税
を
基
に
、確
定
賦
課
は

令
和
３
年
中
の
所
得
金
額
に

基
づ
い
て
算
定
さ
れ
ま
す
。

問　
保
険
年
金
課

　
（
内
線
２
３
３
６
）

　
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

と
き　
４
月
６
日（
水
）～
１５
日

（
金
）

運
動
の
重
点

・
子
ど
も
を
は
じ
め
と
す
る
歩

行
者
の
安
全
の
確
保

・
高
齢
運
転
者
な
ど
の
安
全
運

転
の
励
行

・
自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進

・
飲
酒
運
転
の
根
絶

問　
地
域
協
働
課

　
各
総
合
支
所
地
域
振
興
課

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
申
告
な
ど
が

困
難
な
方
に
つ
い
て
は
、４
月
15

日（
金
）ま
で
、申
告
・
納
付
期
限

の
延
長
を
申
請
で
き
ま
す
。申

告
所
得
税
以
外
の
税
目
も
同
様

で
す
。詳
し
く
は
、国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
く
だ
さ
い
。

問　
石
巻
税
務
署

　
☎
２２-

４
１
５
１

　
事
業
者
を
対
象
と
し
た
消
費

税
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
概
要
や

登
録
申
請
の
方
法
の
説
明
会
を

開
催
し
ま
す
。

と
き　
５
月
20
日（
金
）、６
月

17
日（
金
）

　
午
後
１
時
30
分
～
３
時

と
こ
ろ　
石
巻
税
務
署
３
階

　
会
議
室（
千
石
町
２-

35
）

●
課
税
台
帳
の
閲
覧
お
よ
び
縦

覧
帳
簿
に
よ
る
縦
覧

　

市
内
に
資
産
を
所
有
す
る
方

は
、所
有
す
る
資
産
の
課
税
標
準

額
な
ど（
課
税
台
帳
）を
４
月
１
日

（
金
）か
ら
閲
覧
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、納
税
者
の
方
は
市
内
の

土
地
や
家
屋
の
評
価
額（
縦
覧

帳
簿
）を
縦
覧
し
、自
分
の
資
産

と
比
較
す
る
こ
と
で
、評
価
の
適

正
さ
を
確
認
で
き
ま
す
。

縦
覧
期
間

　
４
月
１
日（
金
）～
５
月
３１
日（
火
）

閲
覧・縦
覧
場
所

　
資
産
税
課・各
総
合
支
所

　
市
民
福
祉
課・各
支
所

　

現
在
、災
害
援
護
資
金
貸
付

金
を
借
り
入
れ
し
て
お
り
、引
っ

越
し
し
た
方
は
、住
民
票
の
住

所
変
更
の
他
に
手
続
き
が
必
要

と
な
り
ま
す
。詳
し
く
は
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　
生
活
再
建
支
援
室

　
（
内
線
３
９
５
４
）

　
住
民
税
非
課
税
世
帯
と
し
て

給
付
金
の
対
象
と
な
る
世
帯
の

世
帯
主
様
あ
て
に
２
月
上
旬
ま

で
に「
確
認
書
」を
送
付
し
て
い

ま
す
。ま
だ
返
送
し
て
い
な
い
方

は
期
限
ま
で
に
忘
れ
ず
に
手
続

き
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
配
偶
者
な
ど
か
ら
の
暴
力
を

理
由
に
避
難
し
て
い
る
方
で

も
受
給
で
き
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、相
談
く
だ
さ
い
。

※
各
給
付
金
の
給
付
を
装
っ
た

　

津
波
浸
水
区
域
内
で
被
災

さ
れ
た
半
壊
以
上
の
方
に
限
定

し
、申
請
期
限
が
延
長
に
な
り

今月の
お知
 らせ

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

影
響
に
よ
り
、行
事
な

ど
が
中
止
や
延
期
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

�

お
知
ら
せ

　４月３日（日）午前９時から、石巻市震災遺構門脇小学校が一般公開となります。
開館時間　午前９時～午後５時（最終入館�午後４時）　　所在地　門脇町四丁目３番１５号
休館日　毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は開館し、翌日休館）
　　　　年末年始（１２月２９日～１月３日）
入館料　・個人　大人６００円、高校生３００円、小中学生２００円
　　　　・団体（２０人以上）　大人５００円、高校生２００円、小中学生１００円
　　　　・年間パスポート　大人１,５００円、高校生７５０円、小中学生５００円
問　震災伝承推進室

石巻市震災遺構門脇小学校一般公開のお知らせ

手
数
料

・
課
税
台
帳
の
閲
覧

　
１
件 

３
０
０
円

※
縦
覧
期
間
中
の
令
和
４
年
度

分
は
無
料

・
縦
覧
帳
簿
に
よ
る
縦
覧

　
無
料

※
窓
口
に
は
身
分
証
明
書
を
お

持
ち
く
だ
さ
い
。代
理
の
場
合

は
委
任
状
が
必
要
で
す
。

●
路
線
価
の
公
開

　

宅
地
の
価
格
評
価
の
基
準
と

な
る
路
線
価
と
標
準
宅
地
の
位

置
を
４
月
１
日（
金
）か
ら
閲
覧

で
き
ま
す
。

●
証
明
書
の
交
付
時
期

　
令
和
４
年
度
分
の
評
価
証
明

書
は
４
月
１
日（
金
）か
ら
、公

課
証
明
書
は
５
月
２
日（
月
）か

ら
交
付
し
ま
す
。

問・
閲
覧・縦
覧
に
つ
い
て

　
資
産
税
課（
内
線
３
１
２
１
）

・
証
明
書
に
つ
い
て

　
市
民
税
課（
内
線
３
１
０
６
）

メ
ー
ル
や
電
話
に
よ
る
詐
欺

に
注
意
く
だ
さ
い
。

　

市
役
所
や
銀
行
な
ど
が
、通

帳
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
受

け
取
っ
た
り
、口
座
の
暗
証
番

号
を
聞
い
た
り
す
る
こ
と
は
、

絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

問　
住
民
税
非
課
税
世
帯
等
臨
時

特
別
給
付
金
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
１
２
０-

１
１
０-

５
８
９

　
内
閣
府
住
民
税
非
課
税
世
帯

等
に
対
す
る
臨
時
特
別
給
付

金
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
１
２
０-

５
２
６-

１
４
５

　

昨
年
度
、市
国
保
特
定
健
診

を
受
診
し
た
方
か
ら
抽
選
を
行

い
、１
、０
０
０
人
に
ク
オ
カ
ー

ド
１
、０
０
０
円
分
を
、特
定
の

条
件
を
満
た
す
方
か
ら
３０
人
に

１
万
円
相
当
の
地
場
産
品
を
３

月
に
送
付
し
ま
し
た
。

　
今
年
も
６
月
か
ら
特
定
健
診

が
始
ま
り
ま
す
。受
診
票
が
届
い

た
ら
、健
診
を
受
け
て「
健
康
」

と
お
得
な
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
手
に
入

れ
ま
し
ょ
う
。

問　
保
険
年
金
課

　
（
内
線
２
３
３
３
）

健
康
づ
く
り
は
健
診
か
ら

～
国
保
健
康
ポ
イ
ン
ト
事
業
～

　
申
請
書
作
成
か
ら
写
真
撮
影

ま
で
行
い
、そ
の
場
で
申
請
が
完

了
す
る
便
利
な
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
申
請
サ
ポ
ー
ト
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

　

電
話
ま
た
は
専
用
サ
イ
ト
で

予
約
で
き
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
利
用

く
だ
さ
い
。

問
申

　
市
民
課（
内
線
２
３
１
３
）

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
窓
口　

☎
２４-

６
８
４
９

予約はこちら

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

申
請
サ
ポ
ー
ト
実
施
中

上
下
水
道
の
手
続
き
は

お
早
め
に

使
用
中
止
の
手
続
き

　
「
水
道
使
用
水
量
等
の
お
知

ら
せ（
検
針
票
」を
確
認
し
、早

め
に
連
絡
く
だ
さ
い
。

使
用
開
始
の
手
続
き

　
「
水
道
を
ご
使
用
さ
れ
る
お
客

様
へ
」の「
お
客
さ
ま
番
号
」を
確

認
の
上
、使
用
開
始
の
５
日
前
ま

で
に
連
絡
く
だ
さ
い
。な
お
、水

道
料
金
と
下
水
道
使
用
料
は
、

合
算
で
請
求
を
行
って
い
ま
す
。

問
申

　

水
道
企
業
団
お
客
さ

ま
セ
ン
タ
ー（
受
託
事
業
者

石
巻
地
方
水
道
サ
ー
ビ
ス
共

同
企
業
体
）

　
☎
96-

４
９
５
５

　
（
土
日・祝
日
を
除
く
）

定
員　
各
回
２０
人〔
先
着
〕

※
要
電
話
予
約

問
申

　
石
巻
税
務
署
法
人
課
税

第
一
部
門　
☎
22-

４
１
５
１

　

音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス
②
を
選
択

し
て
く
だ
さ
い
。

ま
し
た
。申
請
前
に
事
前
相
談

票
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

事
前
相
談
票
提
出
期
限

　
８
月
１
日（
月
）

補
助
金
申
請
期
限

　
令
和
５
年
２
月
２８
日

※
事
前
相
談
票
の
提
出
時
に

は
、再
建
先
・
再
建
方
法
・
施

工
業
者
な
ど
が
決
定
し
て
い

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

※
期
限
途
中
で
事
前
相
談
票
や

申
請
の
受
付
を
終
了
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

問
申

　
生
活
再
建
支
援
室

　
（
内
線
４
７
６
１
）

　

世
帯
主
と
国
保
に
加
入
し
て

い
る
世
帯
員
の
合
算
所
得
が
基

準
を
下
回
る
場
合
、保
険
税
が

軽
減
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す

の
で
、次
に
該
当
し
、住
民
税
申

告
を
し
て
い
な
い
方
は
必
ず
簡

易
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
令
和
３
年
中
に
収
入
の
な
か
っ

た
方（
雇
用
保
険
な
ど
の
非

課
税
所
得
の
み
の
方
も
含
む
）

②
令
和
３
年
中
に
障
害
年
金
や

遺
族
年
金
な
ど
の
非
課
税
年

金
の
み
を
受
給
し
て
い
た
方

（
国
民
年
金
な
ど
の
受
給
者

は
、申
告
不
要
）

③
令
和
３
年
中
に
扶
養
、仕
送

り
、退
職
金
・
預
貯
金
で
生
活

し
て
い
た
方
な
ど

※
国
保
加
入
世
帯
の
中
で
、１

人
で
も
未
申
告
の
方
が
い
る

と
、保
険
税
の
軽
減
や
高
額

療
養
費
の
負
担
限
度
額
の
判

定
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の

で
注
意
く
だ
さ
い
。

問　
保
険
年
金
課

　
（
内
線
２
３
３
６
）

　
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　
各
支
所
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�
子
ど
も
・
教
育

小・中
学
生
対
象
の

就
学
援
助
制
度

子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度
の

手
続
き
は
お
済
み
で
す
か
？

少
年
セ
ン
タ
ー
か
ら

転
出・転
入
さ
れ
る
児
童
生
徒

の
保
護
者
の
皆
さ
ん
へ

　

家
庭
の
経
済
的
な
理
由
か
ら

支
援
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら

　

４
月
１
日（
金
）か
ら
、助
成

対
象
を
１８
歳（
１８
歳
到
達
後
の

最
初
の
３
月
３１
日
）ま
で
拡
大
し

ま
し
た
。

　

１２
月
下
旬
に
、対
象
者
へ
申

請
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
の
で
、

手
続
き
が
ま
だ
の
方
は
、早
め
に

行
って
く
だ
さ
い
。

　
事
前
に
申
請
さ
れ
た
方
、令
和

４
年
３
月
に
中
学
校
を
卒
業
し

た
子
ど
も
の
保
護
者
で
、令
和
４

年
３
月
末
日
ま
で
有
効
の
受
給

者
証
を
お
持
ち
の
方
に
は
、３
月

下
旬
に
、４
月
か
ら
有
効
の
受
給

者
証
を
発
送
し
ま
し
た
。

※
本
事
業
は
、「
特
定
防
衛
施

　
第
１
回
不
審
者
対
策
学
校
区

パ
ト
ロ
ー
ル
を
各
小
学
校
で
４

月
21
日（
木
）を
基
準
日
と
し
て

実
施
し
ま
す
。

　

児
童
の
下
校
時
刻
に
合
わ
せ

て
、街
頭
な
ど
で
の
見
守
り
を
お

願
い
し
ま
す
。市
民
の
皆
さ
ん
の

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
小
学
校
の
都
合
に
よ
り
変
更

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

詳
し
く
は
各
小
学
校
に
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

重
点
地
区　
中
津
山
第
二
小
学
校

問　
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

　
（
内
線
２
５
３
３
）

転
出
す
る
方

　

転
出
前
の
学
校
で
発
行
さ
れ

た
在
学
証
明
書
な
ど
の
関
係
書

類
を
、転
出
先
の
小
・
中
学
校
、

ま
た
は
教
育
委
員
会
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

転
入
し
た
方

　

転
入
手
続
き
を
す
る
と
入
学

通
知
書
が
発
行
さ
れ
ま
す
の
で
、

　児童扶養手当法に基づき、次のとおり改定されました。

※支給月は5月、7月、9月、11月、1月、3月です。
問　子育て支援課（内線2512・2513）、各総合支所市民福祉課

令和４年度児童扶養手当の手当額の改定について

児童扶養手当 令和4年3月分まで 令和4年4月分以降

本体額
全部支給 43,160円 43,070円

一部支給 43,150円～10,180円の
範囲で所得に応じて決定

43,060円～10,160円の
範囲で所得に応じて決定

第2子
加算額

全部支給 10,190円 10,170円

一部支給 10,180円～5,100円の
範囲で所得に応じて決定

10,160円～5,090円の
範囲で所得に応じて決定

第3子以降
加算額

全部支給 6,110円 6,100円

一部支給 6,100円～3,060円の
範囲で所得に応じて決定

6,090円～3,050円の
範囲で所得に応じて決定

犬の登録と狂犬病予防注射を忘れずに　4月8日（金）から狂犬病予防注射（集合注射）が始まります
　登録している方には、３月下旬に実施通知（ハガキ）を郵送していますので通知を持参
し、会場にお越しください。どの会場でも可能です。登録しているのに実施通知が届か
ない方は、問い合わせください。新たに犬を飼われた方、まだ登録をしていない方は、会
場で登録して同時に注射ができます。
　なお、集合注射で注射を受けることができるのは、「石巻市」に登録のある犬に限りま
す。他市町村から転入・譲渡され手続きが済んでいない方は、登録事項変更届が必要と
なりますので、必ず集合注射前に手続きをお願いします。

※下記集合注射期間中に注射を受けることができない方は、必ず個別に動物病院で受
けてください。その場合は、診察料などが加算されます。また、犬が体調不良の場合
は、獣医師に相談の上、注射してください。

※未登録の方は注射料金3,150円のほかに、登録料3,000円が加算されます。
問　環境課、各総合支所市民福祉課

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、並ぶ際は前後の方と間隔を
空け、マスク着用に協力ください。発熱などの症状がある方は、参加を
控えてください。�
※会場には、たくさんのワンちゃんが集まります。首輪が抜けないか確認
し、リードを必ず付けてください。また、フンの始末は飼い主が責任を
持って行ってください。

月　日 地　区 受  付  会  場 時　間

石
巻

4月8日（金）
稲井
(一部)
住吉
山下

南境生活センター 9時～9時20分
みやぎ生協
石巻大橋店駐車場 9時45分～10時20分

北上公園（中里） 10時35分～11時
禅昌寺駐車場 11時20分～11時35分

4月11日（月） 蛇田

新下前沼公園 9時～9時15分
高玉神社 9時30分～10時
向陽地区コミュニティセンター 10時15分～10時45分
裏区会館 11時～11時15分
のぞみ野中央公園
（新立野１号公園） 11時30分～11時45分

4月12日（火） 稲井

裏沢田集会所 9時～9時15分
井内東部ふれあい会館 9時30分～10時
八津会館 10時15分～10時30分
吉祥寺駐車場 10時45分～11時
内原集落センター 11時15～11時30分

4月13日（水）
中央
山下
釜大街道

旧寿楽荘前駐車場 8時50分～9時05分
山下屋内運動場専用駐車場 9時20分～10時
五番谷地公園 10時10分～10時25分
三ツ股三角ちびっこ広場 10時40分～10時55分
青葉神社 11時15分～11時45分

4月14日（木）
湊
渡波
（一部）

不動町集会所 9時～9時15分
一皇子神社 9時30分～9時45分
鹿妻東公園 10時～10時30分
渡波公民館駐車場 10時50分～11時30分

4月15日（金） 渡波

根岸会館 9時～9時15分
黄金浜会館 9時30分～10時
祝田
（石巻市消防団第９分団前） 10時10分～10時25分

うしお荘 10時40分～11時20分

河
北・雄
勝
4月18日（月）

二俣
大森公民館前 9時～9時10分
東福田農事集会所前 9時15分～9時25分
北境区集会所前 9時30分～9時40分

大谷地

二子西町内会館前 9時50分～10時15分
沢田老人憩の家前 10時20分～10時30分
鶴家公民館前 10時35分～10時45分
五十五人生活センター前 10時50分～11時
本地老人憩の家前 11時10分～11時20分
大吉野福祉センター前 11時25分～11時35分

月　日 地　区 受  付  会  場 時　間

河
北・雄
勝

4月19日（火） 飯野川

中野林業センター前 9時～9時10分
馬鞍老人憩の家前 9時20分～9時30分
皿貝老人憩の家前 9時40分～9時50分
中島生活センター前 10時～10時10分
JAいしのまき相野谷低温倉庫脇 10時15分～10時25分
河北総合支所駐車場 10時35分～11時05分

大谷地 川の上構造改善センター前 11時15分～11時40分

4月20日（水）

雄勝 大須集会所 9時20分～9時30分
雄勝体育館駐車場 10時～10時10分

大川
入釜谷生活センター前 10時25分～10時35分
谷地公民館前 10時45分～10時55分
福地林業者生活改善センター前 11時～11時10分

二俣 三輪田中区公民館前 11時20分～11時30分
三輪田親林交流館前 11時35分～11時50分

河
南

4月21日（木） 鹿又

中山会館 9時～9時10分
上谷地親交会館 9時15分～9時25分
谷地中老人憩の家 9時35分～9時45分
三軒谷地老人憩の家 9時55分～10時05分
曽波神多目的研修センター 10時15分～10時25分
本町コミュニティセンター 10時35分～10時50分
道的生活センター 11時～11時15分
鹿又農業研修センター 11時25分～11時40分
梅木ふれあいセンター 11時50分～12時

4月22日（金） 須江
広渕

糠塚生活センター 9時～9時10分
須江農村定住センター 9時20分～9時35分
しらさぎ台コミュニティセンター 9時45分～10時05分
山根中埣転作推進集落センター 10時15分～10時30分
柏木ふれあいセンター 10時40分～10時55分
広渕町下コミュニティセンター 11時05分～11時20分
広渕農業担い手センター 11時30分～11時45分

4月25日（月） 北村
広渕

中沢公会堂 9時～9時10分
朝日会館 9時20分～9時30分
大番所生活改善センター 9時40分～9時50分
青木多目的研修センター 10時～10時15分
新田公会堂 10時25分～10時40分
北村農村交流センター 10時50分～11時05分
小崎生活センター 11時15分～11時25分
箱清水老人憩の家 11時35分～11時45分

月　日 地　区 受  付  会  場 時　間

河
南4月26日（火） 和渕

前谷地

笈入あすなろ館 9時～9時15分
和渕地区コミュニティセンター 9時25分～9時40分
和渕山根ふれあいセンター 9時50分～10時
山崎公益堂 10時10分～10時20分
定川会館 10時30分～10時45分
根方公益堂 10時55分～11時10分
河南総合支所 11時20分～12時

桃
生

4月21日（木）

太田 桃生文化交流会館駐車場 9時～9時30分
樫崎 ＪＡセレモニーホール桃生構内（樫崎）9時45分～10時05分

永井・倉埣
牛田・深山 永井いきいき交流センター駐輪場 10時20分～10時50分
寺崎 寺崎農業担い手センター 11時05分～11時30分

4月22日（金）

高須賀 高須賀定住センター 9時～9時20分
給人町・
神取 神取いきいき交流センター 9時30分～10時
新田 新田二部落集落センター 10時10分～10時25分
中津山・
城内 桃生総合支所西側駐車場 10時40分～11時30分

北
上4月18日（月）

吉浜 北上総合支所駐車場　　　　　　　　　　　　　　　　9時～9時10分

橋浦

北上保健医療センター駐車場　　　　　　　　　　　　　　　　9時20分～9時35分
橋浦本地生活センター前 9時45分～9時55分
長尾生活センター前 10時05分～10時15分
中原地区チェーン着脱所 10時25分～10時40分

相川 大指林業センター前 11時05分～11時20分

牡
鹿

4月20日（水）

十八成 くぐなり会館前 9時30分～9時40分
大原・小渕
給分・小綱倉

宮城県漁業協同組合
表浜支所前 10時～10時20分

谷川・泊
大谷川・鮫浦

宮城県漁業協同組合
谷川支所前 10時35分～10時55分

寄磯・前綱 宮城県漁業協同組合寄磯前網支所前 11時15分～11時30分

4月21日（木）

荻浜 荻浜支所・荻浜公民館駐車場 9時～9時10分
鮎川・新山 旧牡鹿公民館駐車場 9時40分～10時
長渡 網地島ライン発着所（長渡） 10時50分～11時
網地 網地島ライン発着所（網地） 11時15分～11時25分

全
地
区
4月9日（土） 休日

対応日
石巻合同庁舎（あゆみ野）
駐車場 13時30分～15時

4月17日（日）
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問
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育
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内
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０
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）

詳しくはこちら

新
し
い
学
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へ
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さ
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だ
し
、新
一
年
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入

学
前
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続
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で
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だ
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教
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し
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で
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を
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4
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16
日（
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当
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有
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５
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要
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子
育
て
支
援
課（
内
線
２
５
１
３
）

　家庭から生じた過剰食品を提供いただく「フードドライブ」を実施しています。
回収品目
・未開封なもの　　・賞味期限まで一カ月以上あるもの
・常温保存もの（冷蔵・冷凍以外）
・製造者または販売者が表示されているもの
・原材料、栄養成分表示、アレルギー表示のあるもの
・日本語表記のあるもの
　上記条件をすべて満たすもので、次のものが対象です。
・穀類（米・麺類・小麦など）　・調味料（味噌・醤油など）
・保存食品（缶詰など）　　　・インスタント食品・レトルト食品
・のり、お茶漬け、ふりかけ　��・贈答品（お中元・お歳暮・引出物など）
・粉ミルク、離乳食
と　き　４月８日（金）、２８日（木）�午前８時３０分～午後５時
ところ　環境課カウンター、各総合支所市民福祉課
問　廃棄物対策課

フードドライブ実施中

集合注射料金　3,150円
（内訳：注射料2,600円、注射済票交付手数料550円）

設
周
辺
整
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金
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を
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源
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い
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